
 

 

１．開会 

・事務局より、本審査会について、資料２「会議の公開に関する指針」に基づき非公開で実施する

こと、及び資料３「大阪府ＥＳＣＯ提案審査会規則」に基づき、過半数の委員の出席により本会

議が成立していることを報告。 

 

２．議事 

・新・大阪府 ESCOアクションプランの改訂について 

（事務局） 

・資料６に基づき、令和６年度末で満了を迎える「新・大阪府 ESCOアクションプラン」の令和５

年度末実績や今後の進め方（次期計画の策定方針案、スケジュール案）について報告するとと

もに、次期計画の策定に向けては、本審査会の場を活用してこれから検討を始めることを説明。 

（委員） 

 ・特に質疑はなく了承。 

 

３．閉会 

 

以上 
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